
                
 

震災史編 



 
                        

子午線が引かれている。 

左端に書き込み。 

図面の由来が書かれている。 

安政東海地震以前の 

西楽寺学頭坊の図面 



 

濃
尾
地
震
の
大
き
な
影
響
は
、
こ
の
災
害
を
き
っ
か
け
に

し
て
、
防
災
、
と
い
う
考
え
方
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
で

す
。 

 

防
災
は
、
そ
の
後
の
諸
災
害
、
そ
し
て
、
関
東
大
震
災
を

経
て
、
現
代
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
濃
尾
地
震
関
係
の
史
料
が
袋
井
市
内
で
唯
一
残
さ
れ

て
い
る
の
が
、
宇
刈
・
春
岡
で
す
。 

 

震
災
予
防
調
査
会
が
成
立
す
る
少
し
前
、
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
十
一
月
に
、
帝
国
大
学

は
、
加
藤
弘
之
総
長
名
で
、
各
県
、
各

省
へ
、
震
災
に
つ
い
て
の
二
十
四
項
目

の
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査

が
、
静
岡
県
か
ら
郡
へ
、
さ
ら
に
各
村

へ
依
頼
さ
れ
た
も
の
を
は
じ
め
と
し

て
、
一
連
の
調
査
と
回
答
の
写
し
が
、

宇
刈
の
文
書
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
帝
国
大
学
は
、
過
去
の
震

災
の
デ
ー
タ
、
そ
れ
も
、
経
験
者
が
存

命
の
可
能
性
が
高
い
安
政
地
震
に
つ

い
て
も
、
全
国
的
に
デ
ー
タ
を
集
め
ま

し
た
。 

 

そ
れ
ま
で
の
言
い
伝
え
か
ら
、
よ
り

網
羅
的
、
学
問
的
に
、
過
去
の
災
害
に

学
ぶ
、
災
害
教
訓
と
い
う
考
え
方
が
強

く
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
が
、
全
国
的
に
安
政
地
震
の
史

料
が
多
い
理
由
の
一
つ
で
も
あ
り
ま

す
。 

 
宇
刈
村
に
残
さ
れ
て
い
た
史
料
は

下
書
き
で
、
途
中
で
記
述
が
終
わ
っ
て

い
る
も
の
（
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
一
月
七
日
付

け
周
智
郡
宇
刈
村
〔
庶
第
三
百
四
十
壱
号
お
よ
び
回
報
〕
12

宇
刈
近
代
役
場
文
書
（
１
）
五
一
〇
）
な
の
で
す
が
、
ひ
と

ま
ず
、
濃
尾
地
震
の
被
害
を
左
に
紹
介
し
ま
す
。 

 

［
原
文
］ 

（
前
略
） 

一
、
物
品
之
倒
伏
等
ハ
多
ク
東
西
ニ

倒
伏
セ
リ
。 

一
、
水
瓶
・
肥
瓶
等
之
水
、
肥
シ

水
等
ハ
据
ヘ

ア
ル
ト
堀

置
キ

タ
ル
ト
ヲ
不
レ

論
、
総
テ

十
分
ア
ル
モ
ノ
ハ
二

分
以
上
ヲ
溢
出
ス

。
是
レ

亦
タ

東
西
ヘ

甚
シ
。 

一
、
大
地
震
後
両
三
日
ハ
一
日
七
八

回
ノ
多
キ
ニ

及
ヒ

、
既

ニ

今
日
ニ

至
ル

モ
一
日
二
回
或
ハ
一
回
以
上
微
震
ス
。 

（
後
略
） 

 

［
現
代
語
訳
］ 

一
、
物
品
が
倒
れ
伏
し
た
の
は
、
多
く
は
東
西
方
向
に

倒
れ
た
。 

一
、
水
瓶
・
肥
瓶
等
の
水
、
肥
や
し
水
等
は
、
据
え
置

い
て
い
た
も
の
も
堀
置
い
て
（
穴
を
掘
っ
て
そ
こ

に
固
定
し
て
い
た
）
い
た
も
の
も
関
係
な
く
、
全

て
、
中
身
の
二
割
ほ
ど
が
あ
ふ
れ
だ
し
た
。
こ
れ

も
ま
た
東
西
方
向
に
あ
ふ
れ
た
も
の
が
多
い
。 

一
、
大
地
震
の
後
二
、
三
日
は
（
地
震
は
）
一
日
に
七
、

八
回
く
ら
い
の
多
さ
だ
っ
た
。
今
日
に
至
り
、
一

日
二
回
或
い
は
一
回
以
上
微
震
し
て
い
る
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
中
央
防
災
会
議
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
１
８

９
１ 

濃
尾
地
震
』（
二
〇
〇
六
年
）。 

  
 

明治 24 年（1891）11 月７日付け周智郡宇刈村〔庶第三百四十壱号および回報〕 

（12 宇刈近代役場文書（１）510） 

濃尾地震の被害報告（下書き／途中で記述が終わっている）。 
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宝
永
四
年
十
月
四
日
（
太
陽
暦
一
七
〇
七
年
十
月
二
十
八

日
）
午
後
二
時
頃
、
南
海
ト
ラ
フ
を
震
源
と
し
て
、
大
地
震

が
発
生
し
ま
し
た
。 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
．
四
と
推
定
さ
れ
て
い
て
、
文
献
に

記
録
さ
れ
た
震
災
と
し
て
は
、
当
時
ま
で
の
地
震
の
中
で
史

上
最
大
級
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
震
災
は
「
宝
永
地
震
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

宝
永
地
震
の
四
十
九
日
後
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十

一
月
二
十
三
日
（
一
七
〇
七
年
十
二
月
十
六
日
）
午
前
十
時

～
十
一
時
頃
に
、
富
士
山
の
大
噴
火
が
発
生
し
ま
し
た
。 

こ
の
噴
火
は
和
暦
で
十
二
月
九
日
ま
で
十
六
日
間
断
続
的

に
続
き
、
新
た
に
開
い
た
宝
永
火
口
か
ら
噴
出
し
た
火
山
礫

や
火
山
灰
な
ど
の
噴
出
物
は
、
偏
西
風
に
乗
っ
て
静
岡
県
北

東
部
か
ら
関
東
地
方
に
降
り
注
ぎ
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。 

 

宝
永
地
震
に
関
す
る
史
料
は
、
袋
井
市
内
で
現
在
三
点
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

長
溝
村
の
『
長
溝
村
開
発
』、
北
原
川
村
の
〔
足
立
家
記
録
〕、

そ
し
て
、
下
村
（
春
岡
）
の
『
当
山
諸
由
緒
扣
』
所
引
正
徳

元
年
（
一
七
一
一
）
尊
昭
書
状
（
西
楽
寺
文
書
近
世
一
一
）

で
す
。 

 

三
点
と
も
、
震
災
が
起
き
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
書
か
れ

た
も
の
で
す
。
三
点
の
内
、〔
足
立
家
記
録
〕（
日
記
を
編
纂

し
た
も
の
）
が
最
も
詳
し
い
記
事
で
、
袋
井
の
復
興
が
入
札

で
請
け
負
わ
れ
、
江
戸
の
丹
嶋
屋
と
い
う
業
者
が
落
札
し
、

地
元
に
業
務
を
発
注
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

『当山諸由緒扣』所引正徳元年（1711）尊昭書状（西楽寺文書近世 11） 



す
。
こ
の
入
札
方
式
は
、
元
禄
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日
（
太

陽
暦
一
七
〇
三
年
十
二
月
三
十
一
日
）
に
発
生
し
た
元
禄
地

震
を
契
機
と
し
て
、
荻
原
重
秀
が
導
入
し
た
も
の
で
す
。 

『
長
溝
村
開
発
』
は
、
物
語
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

お
そ
ら
く
、
明
治
三
十
年
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
地
誌
の
一
種

で
す
。
防
災
に
関
す
る
呼
び
か
け
が
あ
る
、
成
立
年
代
（「
防

災
」
の
考
え
方
が
生
ま
れ
た
頃
の
成
立
）
も
考
え
る
と
極
め

て
重
要
な
書
物
で
す
。 

 

『
当
山
諸
由
緒
扣
』
は
、
一
九
世
紀
に
、
大
切
な
文
書
を

書
き
写
し
、
そ
の
内
容
を
保
存
し
た
史
料
集
で
す
。 

尊
昭
書
状
は
、
西
楽
寺
八
世
住
職
尊
昭
が
、
宝
永
地
震
で

被
害
を
受
け
た
西
楽
寺
一
山
が
、
ひ
と
ま
ず
の
復
興
を
果
た

し
た
の
で
、
帰
郷
中
の
先
代
住
職
（
隠
居
）
を
呼
び
戻
し
て

く
る
よ
う
伝
え
た
手
紙
で
す
。 

 

残
念
な
が
ら
尊
昭
書
状
の
原
本
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
他
の
収
録
史
料
の
内
、
原
本
が
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の

を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
収
録
史
料
は
極
力
正
確
に
筆
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

 

文
面
の
信
憑
性
は
、
三
点
の
内
で
最
も
高
い
で
す
。 

 

そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。 

 
①
宥
仙
が
死
去
し
た
貞
享
四
年
か
ら
元
禄
八
年
（
一
六

九
五
）
ま
で
、
学
頭
（
こ
こ
で
は
住
職
と
ほ
ぼ
同
義
）

宥
弁
が
願
成
寺
に
留
守
居
を
置
い
た
。 

②
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
十
二
月
二
十
二
日
、
失
火

に
よ
り
願
成
寺
全
焼
。
不
動
尊
一
体
は
持
ち
出
せ
た
。 

③
焼
失
か
ら
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
ま
で
、
願
成

寺
は
山
守
を
置
い
て
い
る
の
み
。 

④
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）、
宥
弁
が
隠
居
を
願
い
出

た
こ
と
に
伴
い
、
隠
居
所
と
し
て
願
成
寺
再
建
に
着

手
。
宥
弁
は
一
時
的
に
生
国
上
総
国
今
留
へ
隠
居
。 

⑤
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、
尊
昭
、
西
楽
寺
住
職
と
な

る
。
こ
の
時
、
願
成
寺
は
素
建
（
骨
組
み
の
み
）。 

⑥
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
六
月
、
大
風
に
よ
り
再
建

中
の
願
成
寺
破
壊
さ
る
。 

⑦
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、
宝
永
地
震
で
西
楽
寺
一
山

破
壊
。
本
山
修
理
に
注
力
す
る
た
め
願
成
寺
再
建
が

延
引
。 

⑧
宝
永
七
年
（
一
七
〇
七
）
冬
、
願
成
寺
建
立
。 

⑨
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）、
上
総
に
い
る
宥
弁
を
呼
ん

で
、
願
成
寺
に
引
越
し
さ
せ
る
予
定
。 

  

尊
昭
書
状
で
は
、
本
堂
復
興
に
注
力
す
る
た
め
、
他
は
後

回
し
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
西
楽
寺
本
堂
の
部
材
に
書

か
れ
た
墨
書
を
見
る
と
（
上
表
）、
尊
昭
書
状
が
出
さ
れ
た
後

ま
で
本
堂
の
修
復
は
続
い
て
い
ま
す
。 

 

尊
昭
は
、「
本
堂
以
外
は
後
回
し
で
す
よ
」
と
言
い
な
が
ら

も
、
先
代
の
隠
居
所
も
急
ぎ
修
覆
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
永
原
慶
二
『
冨
士
山
宝
永
大
爆
発
』（
吉
川
弘
文
館
、
読
み
な
お
す
日

本
史
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。 

②
西
山
昭
仁
「
元
禄
地
震
（
一
七
〇
三
）
に
お
け
る
江
戸
で
の
震
災
対

応
」（『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』（
二
〇
）
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇

三
年
）。 

③
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
７

０
７ 

富
士
山
宝
永
噴
火
報
告
書
』（
二
〇
〇
六
年
）。 

④
北
原
糸
子
「
元
禄
地
震
の
江
戸
城
修
復
と
大
名
手
伝
普
請
」（『
国
史

学
』
二
一
八
、
二
〇
一
六
年
）。 

  
 

部材 墨書 掲載ページ

物置内より発見された旧須弥壇斗束 「享保四年亥（1719）　二月廿八日」 90

内陣肘木（背面）上端墨書 「御棟梁安右衛門／享保十一丙午（1726）五月吉日」 90

小屋貫墨書 「享保十一（1726）　午極月十九日」 90

支輪（正面）墨書 「享保十一□年（1726）」 90

唐破風幕板裏面墨書 「享保十二年（1727）／六月八日／掛川傳□／之□□也」 90

正面裏甲墨書 「未（1727）ノ六月十日／欠川平七」 91

唐破風裏甲墨書 「享保十二／菊□日□」 91

化粧裏板（背面地垂木）墨書 「于時享保十二未六月／［　　　　　　　　］」 91

内陣格天井板墨書 「享保十五年（1730）／戌九月塗師／書之也」 91

正面藁座裏面墨書 「寛保三亥（1743）七月十日／［　　　　］」 91

内陣障子框墨書 「嘉永□子（1852）」 91

西楽寺本堂部材墨書（江戸時代のみ）

２、「墨書」欄、（　）は引用者注、／は改行箇所を示す。

１、墨書は財団法人文化財建造物保存技術協会編『静岡県指定文化財　西楽寺本堂保存修理工事報告書』（西楽寺保存修理委員会、

　　1995年）による。「掲載ページ」欄の数字は、本書における該当史料の写真掲載ページ。

【凡例】
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明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
二
十
八
日
午
前
六
時

二
十
八
分
、
福
井
県
南
部
の
山
奥
か
ら
岐
阜
県
西
部
を
縦
断

し
て
愛
知
県
境
に
達
す
る
、
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
断

層
の
ず
れ
が
地
表
に
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
断
層
の
ず
れ
に
よ

っ
て
起
こ
っ
た
震
災
が
濃
尾
地
震
で
す
。 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
．
〇
。
明
治
以
降
の
近
代
日
本
が

遭
遇
し
た
初
め
て
の
巨
大
地
震
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
地

震
防
災
の
出
発
点
と
な
っ
た
大
災
害
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
日

本
の
内
陸
で
発
生
し
た
最
大
級
の
地
震
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
時
に
出
現
し
た
断
層
の
ず
れ
は
大
き
く
、
岐
阜
県
根

尾
村
（
現
岐
阜
県
本
巣
市
）
に
は
、
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
断

層
崖
が
出
現
し
ま
し
た
。 

 

濃
尾
地
震
で
は
、
当
時
新
し
く
登
場
し
た
写
真
や
石
版
画

と
い
っ
た
新
メ
デ
ィ
ア
が
、
新
聞
報
道
な
ど
を
通
じ
て
災
害

の
様
子
を
克
明
に
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
あ
り
の
ま
ま

を
写
す
写
真
に
加
え
、
取
捨
選
択
に
よ
り
、
災
害
の
悲
惨
さ

を
強
調
で
き
る
石
版
画
に
よ
っ
て
、
報
道
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
報
道
に
よ
り
、
濃
尾
地
震
で
は
全
国
か
ら
の
義

援
金
の
募
集
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
災
害

復
興
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
濃
尾
地
震
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の

災
害
を
き
っ
か
け
に
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
六
月

二
十
五
日
、
震
災
予
防
調
査
会
が
発
足
し
た
こ
と
で
す
。
震

災
予
防
調
査
会
は
、
防
災
対
策
の
た
め
の
国
の
機
関
と
し
て

は
、
世
界
的
に
も
早
い
時
期
の
も
の
で
す
。 

明治 24年（1891）11月 30日付け「庶第三百七十三号」（12宇刈近代役場文書（１）511） 



倒
れ
ず
に
残
っ
た
も
の
は
堂
社
二
箇
所
の
み 

あ
と
は
全
て
全
壊
。 

半
壊
は
二
戸
（
前
記
の
堂
社
か
） 

失
火
に
よ
り
潰
れ
家
屋
を
焼
き
尽
く
し
た
も
の
は

二
戸
。 

圧
死
者
十
二
人
、
負
傷
者
無
数
。 

道
路
、
堤
塘
・
圦
樋
の
類
は
全
て
潰
れ
裂
け
、
土
地

の
陥
没
や
掘
り
起
こ
し
も
多
か
っ
た
。 

根
拠
史
料
：
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
一

月
十
二
日
「
安
政
年
度
震
災
況
状
報
告
」（
12
宇

刈
近
代
役
場
文
書
（
１
）
五
一
二
） 

  

安
政
東
海
地
震
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
領
主
に
よ
っ
て
そ

の
対
応
に
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、

「
安
政
年
度
震
災
況
状
報
告
」
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、

宇
刈
村
の
領
主
（
掛
川
）
の
動
き
で
す
。 

 

［
原
文
］ 

一
、
右
震
災
ニ

付
各
村
々
ヨ
リ
ノ
領
主
地
頭
等
ヘ

救
恤

施
穀
等
歎
願
ニ
及
ヒ
タ
ル
所
寸
毫
ノ
救
恤
無
レ

之
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
却
テ
御
城
大
破
ニ

付
課
役
ヲ

申
シ

付
ケ

ラ
レ
、
杉
皮
竹
木
等
運
上
又
ハ
運
搬
等

ノ
為
メ

年
中
農
業
ニ

就
ク

能
ハ
ズ
、
非
常
ノ
困
窮

ヲ
為
シ

タ
リ
。
故
ニ

農
家
ノ
本
家
普
請
等
ハ
慶
応

明
治
ノ
頃
ニ

至
リ

漸
ク

整
理
ス
ル
ニ

至
レ

リ
。 

 

［
現
代
語
訳
］ 

一
、
右
の
震
災
（
安
政
地
震
）
に
つ
き
、
各
村
々
か
ら

領
主
、
地
頭
（
江
戸
時
代
語
で
は
領
主
も
地
頭
も

ほ
ぼ
同
じ
意
味
）
等
へ
救
恤
施
穀
（
被
災
地
復
興

と
食
糧
支
援
）
等
を
歎
願
し
た
が
、
わ
ず
か
の
救

恤
も
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
お
城
が

大
破
し
た
と
い
う
こ
と
で
課
役
を
申
し
付
け
ら
れ
、

杉
皮
竹
木
等
の
運
上
（
本
来
は
運
送
等
に
か
か
る

税
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
杉
皮
竹
木
を
貢
納
し

た
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
）
ま
た
は
運
搬
の
た

め
、
年
中
農
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
ず
、
非
常
に

困
窮
し
た
。
故
に
、
農
家
の
家
の
普
請
等
は
、
慶

応
、
明
治
の
頃
に
至
っ
て
よ
う
や
く
整
理
す
る
に

至
っ
た
。 

  

掛
川
藩
で
は
、
掛
川
城
が
大
破
し
た
た
め
、
掛
川
城
の
修

覆
の
課
役
が
課
さ
れ
、
そ
れ
が
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
と
言

い
ま
す
。 

宇
刈
村
で
は
、
人
に
よ
っ
て
は
、
慶
応
、
明
治
の
頃
ま
で

復
興
が
成
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
例
も
あ
っ
た
と
か
。 

 

他
の
村
の
例
を
調
べ
て
見
る
と
、
領
主
の
対
応
は
、
御
救

米
（
食
料
）
や
拝
借
金
（
お
金
）
の
支
給
に
と
ど
ま
る
例
が

多
い
よ
う
で
す
。 

 

江
戸
時
代
に
は
、
藩
の
領
だ
け
で
な
く
、
旗
本
領
や
天
領

（
幕
府
領
）
が
入
り
組
み
、
ま
た
、
村
に
よ
っ
て
は
、
一
つ

の
村
に
複
数
の
領
主
が
い
る
、
相
給
、
と
い
う
仕
組
み
の
場

所
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

 

袋
井
市
域
も
、
相
給
の
村
が
多
い
地
帯
で
す
。 

 

そ
う
し
た
村
々
が
連
な
る
地
域
で
は
、
一
つ
の
領
主
が
広

範
囲
に
復
興
の
対
応
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き

ず
、
ま
た
、
小
さ
な
領
主
（
そ
れ
も
江
戸
な
ど
遠
隔
地
に
住

ん
で
い
る
）
が
多
い
の
で
、
復
興
に
対
し
て
、
財
政
的
に
も

人
材
的
に
も
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。 

 

そ
れ
が
、
江
戸
時
代
の
復
興
が
、
地
元
の
人
の
力
に
よ
る

復
興
に
依
存
し
て
い
た
原
因
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
永
原
慶
二
『
富
士
山
宝
永
大
爆
発
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、

初
出
二
〇
〇
二
年
）。 

②
水
本
邦
彦
『
土
砂
留
め
奉
行 

河
川
災
害
か
ら
地
域
を
守
る
』（
吉
川

弘
文
館
、
歴
史
文
化
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
五
五
〇
、
二
〇
二
二
年
）。 

  
 

08 



 
                             

                             

   

嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
（
太
陽
暦
一
八
五
四
年
十
二
月
二

十
三
日
）
午
前
九
時
頃
、
紀
伊
半
島
南
部
の
熊
野
沖
か
ら
、

遠
州
沖
、
駿
河
湾
内
に
至
る
広
い
海
域
を
震
源
と
し
て
、
安

政
東
海
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。 

そ
の
約
三
十
一
時
間
後
の
翌
十
一
月
五
日
の
午
後
四
時
頃

に
、
紀
伊
水
道
か
ら
四
国
に
か
け
て
の
南
方
海
域
を
震
源
と

し
て
発
生
し
た
安
政
南
海
地
震
と
合
わ
せ
て
、「
安
政
地
震
」

と
呼
ん
だ
り
、「
安
政
東
海
・
南
海
地
震
」
と
呼
ん
だ
り
し
ま

す
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
．
四
程
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

袋
井
市
域
に
関
わ
る
の
は
、
十
一
月
四
日
の
安
政
東
海
地

震
で
す
。 

 

な
お
、
嘉
永
年
間
に
発
生
し
、
こ
の
震
災
を
契
機
と
し
て

「
安
政
」
に
改
元
す
る
の
で
、「
嘉
永
東
海
地
震
」
と
呼
ぶ
方

が
適
切
、
と
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す
。 

 

安
政
東
海
地
震
は
、
全
国
的
に
史
料
が
多
く
残
っ
て
い
る

こ
と
が
特
徴
で
す
。
西
楽
寺
文
書
に
も
、
関
係
す
る
史
料
が

い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

上
の
写
真
は
、
実
は
、
西
楽
寺
文
書
で
は
な
く
、
西
楽
寺

が
、
宇
刈
村
を
通
じ
て
浜
松
県
に
提
出
し
た
被
害
報
告
が
、

役
所
の
書
類
を
引
き
継
い
だ
袋
井
市
歴
史
文
化
館
に
残
さ
れ

て
い
た
も
の
で
す
。 

 

宇
刈
、
春
岡
（
江
戸
時
代
以
前
は
下
村
）、
山
梨
は
、
庄
屋

や
役
所
が
持
っ
て
い
た
、
江
戸
時
代
以
前
の
史
料
が
あ
ま
り

残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
明
治
以
降
の
役
所
関
係
の
史
料

が
数
多
く
（
市
内
最
大
級
に
）
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
西
楽
寺
文
書
は
、
下
村
（
明
治
以
降
は
春
岡
）
を

明治６年（1873）４月付け「乍恐以書付奉申上候」（宇刈村方文書 51） 



中
心
に
、
宇
刈
、
山
梨
の
記
事
も
含
む
江
戸
時
代
の
史
料
が

四
〇
〇
〇
点
以
上
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
た
め
、
西
楽
寺
文
書
と
袋
井
市
歴
史
文
化
館
の
所
蔵

文
書
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
宇
刈
、
春
岡
、
山
梨
の
江
戸
時

代
～
昭
和
の
歴
史
が
、
多
層
的
、
多
面
的
に
分
か
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
四
月
付
け
「
乍
恐
以
書

付
奉
申
上
候
」
を
見
る
と
、
西
楽
寺
一
山
で
は
、
馬
ヶ
谷
村

の
多
法
寺
、
三
沢
村
の
林
徳
寺
が
、
「
嘉
永
度
震
災
」
（
安
政

東
海
地
震
）
で
被
害
に
遭
い
、
明
治
に
復
興
し
た
も
の
の
、

廃
仏
毀
釈
の
ご
時
世
で
、
廃
寺
命
令
に
よ
り
廃
寺
と
な
っ
た
、

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
他
の
末
寺
や
塔
頭
は
、
そ
れ
以
前
に
火
災
な
ど
で
失

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

復
興
に
つ
い
て
見
る
と
、
例
え
ば
、
林
徳
寺
の
箇
所
に
は

「
去
ル

嘉
永
度
震
災
ニ

而

皆
潰
、
其
後
明
治
元
年
本
寺
ニ

而

再
建

仕
候
処
」
と
あ
り
、
安
政
東
海
地
震
か
ら
の
復
興
は
、
明
治

ま
で
か
か
っ
て
い
ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
宇
刈
村
で
は
、

安
政
東
海
地
震
か
ら
の
復
興
が
難
航
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の

こ
と
は
後
で
詳
し
く
見
て
み
ま
す
。 

 

ま
た
、
亥
（
一
八
六
三
年
か
）
三
月
二
十
日
・
二
十
一
日

付
け
『
勧
化
帳
』（
西
楽
寺
文
書
近
世
一
〇
一
八―

二
）
を
見

る
と
、
高
平
山
遍
照
寺
（
森
町
飯
田
）
の
高
平
山
大
仏
と
そ

の
大
仏
殿
が
、
安
政
東
海
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。 

 

「
一
抑
当
山
本
堂
并

銅
像
大
仏
殿
者
、
安
政
寅
年 

天
変
之
震
災
ニ

而

悉
皆
破
壊
致
し
候
処
、
追
〻 

属
卯
押
移
候
得
共
、
再
興
難
レ

及
二

自
力
一

、
仍
レ

之
他
之 

助
力
乞
。
何
卒
遠
近
邑
里
之
檀
家
門
長
久 

之
た
め
各
励
勤
并
悦
楽
之
志
、
不
日
再
興 

成
立
之
様
、
精
〻
浄
財
之
御
施
入
偏
ニ

希
入
候
。
已
上
。」 

  

版
木
で
印
刷
さ
れ
て
い
て
、
比
較
的
多
く
刷
ら
れ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。 

 

こ
の
『
勧
化
帳
』
は
、
そ
の
被
害
か
ら
の
復
興
の
た
め
の

寄
付
活
動
に
関
す
る
、
募
金
呼
び
か
け
の
史
料
で
す
。 

 

そ
し
て
、
西
楽
寺
一
山
で
も
有
力
な
お
寺
の
油
山
寺
は
、

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
十
一
月
「
以
書
付
御
届
申
上
候
」

（
西
楽
寺
文
書
近
世
二
七
二
四
）
を
見
る
と
、
本
殿
や
三
重

大
塔
な
ど
の
主
要
施
設
が
安
政
東
海
地
震
で
壊
れ
た
他
、「
右

之
外
、
自
坊
客
殿
、
庫
裏
、
茶
之
間
、
物
置
、
蔵
、
其
余
諸

伽
藍
大
破
損
」
と
あ
り
、
そ
の
被
害
の
大
き
さ
が
窺
え
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
１

８
５
４ 

安
政
東
海
地
震
・
安
政
南
海
地
震 

報
告
書
』（
二
〇
〇
五

年
）。 

②
矢
田
俊
文
『
近
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
四
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。 

  
 

（
一
八
五
四
） 

『勧化帳』（西楽寺文書近世 1018-2） 

「以書付御届申上候」（西楽寺文書近世 2724） 
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安
政
東
海
地
震
の
史
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、

明
治
時
代
に
、
安
政
地
震
の
被
害
調
査
が
熱
心
に
行
わ
れ
た

こ
と
が
影
響
し
て
い
ま
す
。 

 

明
治
の
安
政
東
海
地
震
被
害
調
査
記
録
で
す
が
、
袋
井
市

内
で
は
、
宇
刈
・
春
岡
の
も
の
の
み
が
残
っ
て
い
ま
す
（
上

写
真
）。 

例
に
よ
っ
て
、
役
所
が
調
べ
、
袋
井
市
歴
史
文
化
館
に
残

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）

一
月
十
二
日
付
け
「
安
政
年
度
震
災
況
状
報
告
」
を
見
る
と
、

大
字
宇
刈
（
一
色
・
三
沢
・
馬
ヶ
谷
・
中
村
・
大
日
）
と
大

字
春
岡
（
市
場
・
下
村
）
の
安
政
東
海
地
震
被
害
の
詳
細
が

分
か
り
ま
す
（
上
写
真
）。 

長
い
の
で
、
要
約
を
左
に
載
せ
ま
す
。 

 

大
字
宇
刈
（
一
色
・
三
沢
・
馬
ヶ
谷
・
中
村
・
大
日
） 

地
盤
が
堅
く
揺
れ
は
大
き
く
な
か
っ
た
。 

全
戸
数 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
二
〇
戸 

全
壊 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
三
〇
戸
（
六
〇
％
） 

半
壊 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
五
戸
（
二
五
％
） 

倒
れ
ず
に
残
っ
た
も
の
は 

三
十
五
戸
（
一
五
％
） 

負
傷
者
二
一
人 

死
者
〇
人 

 

大
字
春
岡
（
市
場
・
下
村
） 

地
盤
が
泥
土
の
た
め
被
害
が
大
き
か
っ
た
。 

全
戸
数 

一
二
〇
戸 

明治 25年（1892）１月 12日付け「安政年度震災況状報告」 

（12宇刈近代役場文書（１）512） 



右
に
つ
い
て
、
皆
様
に
は
、
私
ど
も
よ
り
よ
ろ
し
く
申

し
て
い
た
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
以
上
。
恐
々
不
備
。 

（
以
下
略
） 

  

江
戸
時
代
、
震
災
の
後
に
は
、
飛
脚
が
詳
細
か
つ
正
確
な

情
報
を
持
っ
て
行
き
来
し
、
人
々
は
意
外
な
ほ
ど
早
く
詳
し

い
被
害
情
報
を
得
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
飛
脚
が
運
ぶ
荷
物
の
被
害
と
補
償
に
関
わ
り
、

正
確
な
情
報
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で
す
。 

 

真
福
寺
は
、
あ
ふ
れ
か
え
る
情
報
の
中
、
「
西
楽
寺
さ
ん
、

続
報
が
な
い
で
す
が
、『
便
り
が
無
い
の
は
良
い
便
り
』
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」
と
心
配
す
る
見
舞
い
状
を
送
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
十
五
日
に
、
安
政
東
海
地

震
で
倒
れ
た
学
頭
坊
（
西
楽
寺
住
職
が
い
る
と
こ
ろ
）
に
つ

い
て
、
倒
れ
る
前
の
様
子
を
画
い
た
「
先
般
有
様
之
図
」（
西

楽
寺
文
書
近
世
三
七
六
四―

三
）
と
い
う
図
面
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
図
面
の
書
き
込
み
に
も
、
建
物
が
全
て
倒
れ
た
、
と

あ
り
、
安
政
東
海
地
震
の
被
害
の
大
き
さ
が
分
か
り
ま
す
。 

 

［
原
文
］ 

天
明
九
酉
年
、
元
宜
住
職
中
五
ヶ
年
目
、
至
二

寛
政
五
丑

二
月
廿
七
日
一

衆
中
福
智
坊
ゟ
出
火
、
類
焼
之
処
、
被 

レ

致
二

丹
誠
一

、
惣
自
坊
伽
藍
出
来
。
追
〻
宜
外
修
造
出

来
荒
増
之
処
、
又
候
世
上
一
流
之
変
災
ニ

而
、
今
嘉
永
七

寅
十
一
月
四
日
、
自
坊
ハ
勿
論
、
建
も
の
不
レ

残
致
二

破 

倒
一

。
先
般
有
様
之
図
、
爰
影
置
指
納
。
住
職
已
来
八
ヶ

年
目
御
座
候
。
翌
政
レ

安
二
卯
年
三
月
十
五
日
、
庫
裏
新

始
申
候
。
為
レ

後
印
。
宥
盛
認
置
者
也
。 

 

［
現
代
語
訳
］ 

天
明
九
年
（
一
七
八
九
）
に
元
宜
が
住
職
に
な
っ
て
か

ら
五
年
目
の
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
丑
二
月
二
十
七

日
に
、
衆
中
の
福
智
坊
か
ら
出
火
、
類
焼
し
た
時
、
が

ん
ば
っ
て
復
興
し
、
自
坊
（
学
頭
坊
）
の
伽
藍
は
で
き

た
。
追
々
そ
の
ほ
か
の
建
物
も
修
造
で
き
て
き
て
、
あ

ら
ま
し
で
き
て
き
た
こ
ろ
、
ま
た
も
や
世
間
の
災
害
に

遭
い
、
今
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
寅
十
一
月
四
日
、

自
坊
は
勿
論
、
建
物
は
残
ら
ず
壊
れ
、
倒
れ
て
し
ま
っ

た
（
安
政
大
地
震
）。
先
般
の
（
地
震
の
前
の
）
有
様
を

図
に
し
て
、
こ
こ
に
写
し
納
め
て
お
く
。
住
職
と
な
っ

て
か
ら
八
年
目
の
こ
と
だ
（
後
文
よ
り
、
宥
盛
が
住
職

と
な
っ
て
か
ら
八
年
目
、
と
い
う
こ
と
か
。
と
す
れ
ば
、

宥
盛
が
住
職
と
な
っ
た
の
は
弘
化
四
年
＝
一
八
四
七
と

い
う
こ
と
に
な
る
）。
翌
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月

十
五
日
、
庫
裏
が
新
し
く
で
き
た
。
後
の
為
に
し
る
し

て
お
く
。
宥
盛
が
書
い
た
。 

  

ま
た
、
安
政
東
海
地
震
は
、
思
い
も
寄
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
、
有
力
な
お
寺
は
、
数
年
に
一
度
（
寺
格
に
よ

っ
て
何
年
に
一
度
か
は
変
わ
り
ま
す
）、
新
年
に
江
戸
城
に
登

城
し
て
、
将
軍
に
挨
拶
す
る
、
年
頭
御
礼
を
勤
め
ま
し
た
。 

 

安
政
東
海
地
震
の
翌
年
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
正
月

の
年
頭
御
礼
は
、
西
楽
寺
の
五
年
に
一
度
の
挨
拶
に
当
た
っ

て
い
ま
し
た
（
地
方
の
お
寺
で
朱
印
地
五
十
石
以
上
、
と
い

う
寺
格
で
す
／
西
楽
寺
の
朱
印
地
は
一
七
〇
石
）。 

 

震
災
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
西
楽
寺
は
、
年
頭
御

礼
を
休
ま
せ
て
ほ
し
い
、
と
真
福
寺
に
連
絡
し
ま
す
。 

 

年
頭
御
礼
は
、
特
別
な
理
由
が
無
い
限
り
、
普
段
は
休
む

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
儀
式
で
す
。 

 

す
る
と
、
や
は
り
震
災
の
被
害
で
、
年
頭
御
礼
に
不
参
の

寺
社
は
多
か
っ
た
よ
う
で
、
色
々
手
続
は
し
ま
し
た
が
、
滞

り
な
く
欠
席
で
き
た
よ
う
で
す
（
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉

正
月
付
け
『
公
儀
御
年
頭
不
参
願
記
録
』
西
楽
寺
文
書
近
世

一
三
六
四
）。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
西
沢
淳
男
「
寺
社
の
将
軍
代
替
御
礼
と
殿
中
儀
礼―

―

高
尾
山
薬
王

院
を
事
例
と
し
て―

―

」（『
日
本
歴
史
』
五
八
八
、
一
九
九
七
年
）。 

②
矢
田
俊
文
『
近
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
四
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。 

  
 

（
一
七
八
九
） 

（
一
七
九
三
） 

（
一
八
五
四
） 

『公儀御年頭不参願記録』（西楽寺文書近世 1364） 
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〔
マ
マ
〕 （
一
八
五
五
） 



 
                             

                             

    

西
楽
寺
本
体
の
安
政
東
海
地
震
被
害
が
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

『
袋
井
市
史 

史
料
編
二 

近
世
』（
袋
井
市
、
一
九
八
二

年
）
一
六
五
号
「
西
楽
寺
堂
舎
被
害
状
況
届
控
」（
西
楽
寺
文

書
）
に
よ
る
と
、
西
楽
寺
は
、
本
堂
破
損
、
鎮
守
拝
殿
（
十

所
権
現
）
顛
倒
、
太
師
堂
顛
倒
、
鐘
楼
堂
顛
倒
、
と
い
う
被

害
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
（
五
三
六
頁
）。 

か
な
り
大
き
な
被
害
で
す
。 

 

ま
た
、
安
政
東
海
地
震
の
後
、
西
楽
寺
が
所
属
す
る
、
新

義
真
言
宗
の
、
事
務
方
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
四
箇
寺
の
内
、
西

楽
寺
の
事
務
手
続
を
担
当
し
て
い
た
真
福
寺
か
ら
、
震
災
見

舞
い
が
届
き
ま
し
た
（
西
楽
寺
文
書
近
世
三
三
六
二
）。 

 

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
む
と
、
右
に
見
た
内
容

と
と
も
に
、
震
災
後
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

本
文
の
現
代
語
訳
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

当
月
四
日
、
そ
ち
ら
の
大
地
震
で
は
、
殿
堂
・
坊
舎
が

全
て
壊
れ
倒
れ
た
と
の
こ
と
、
別
紙
の
書
面
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
御
承
知
の
と
お
り
、
未
曾
有
の
変
災
で
あ

り
、
言
語
も
絶
え
る
恐
怖
の
至
り
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
怪
我
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
後
、
特
段
連
絡
が
な
い
の
で
、
必
ず
や
御
無
事
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
院
主
も
殊
の
外
案
じ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
と
り
あ
え
ず
お
知
ら
せ
と
、

御
見
舞
か
た
が
た
、
目
録
の
と
お
り
金
二
百
疋
を
お
贈

り
し
ま
す
。 

嘉永７年（1854）11月 24日付け〔見舞状〕（西楽寺文書近世 3362-2-3） 

「先般有様之図」（西楽寺文書近世 3764-3） 
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